
大崎市・大崎市土地開発公社 宮城県北部土木事務所

順番表

業務場所A社

宮城県栗原地域事務所

受注予定者を決定し，
受注予定者が受注できるようにしていた

受注予定者の決定方法

• 業務の内容等に
応じて区分を定める

• 区分に含めた者
から受注予定者
となる順番をあら
かじめ定める

受注予定者の決定方法

自社の本店等と業務場所との距離，
継続性等

• 受注を希望する者がその旨を表明
• 受注を希望する以外の者から了承

を得る

• 原則「順番」
• 順番以外の者が受注

を希望 ⇒ 話合い
（自社の本店等と業務場所との

距離，継続性等を勘案）

１ 違反行為の概要

話合い

違反事業者：１３社 違反事業者：８社 違反事業者：５社

受注予定者の決定方法

• 受注予定者となる
順番をあらかじめ
定める

順番表

話合い

B社C社

E社
D社

測量業務等
の発注

①A社 ●月●日 ★★万円
②B社 ●月●日 ★★万円
③C社 ●月●日 ★★万円
④D社
⑤E社
⑥F社
⑦G社
⑧H社

測量業務等
の発注

測量業務等
の発注

□□業務
①Ｈ社 ●月●日 ★★万円
②Ｉ社 ●月●日 ★★万円
③Ｊ社 ●月●日 ★★万円
④Ｋ社
⑤Ｌ社
⑥Ｍ社

○○業務
①Ａ社 ●月●日 ★★万円
②Ｂ社 ●月●日 ★★万円
③Ｃ社 ●月●日 ★★万円
④Ｄ社
⑤Ｅ社
⑥Ｆ社
⑦Ｇ社

次の受注予定者

受注予定者

次の受注予定者

参考

• 原則「順番」
• 順番以外の者が受注

を希望 ⇒ 話合い
（自社の本店等と業務場所との

距離，継続性等を勘案）

大崎市等発注の特定建設関連業務 北部土木事務所発注の特定建設関連業務 栗原地域事務所発注の特定建設関連業務


